
レーティング規程新旧対照表
No. 項目 旧 新

1 3(1) 定められたTXTファイルを5日以内にNCSへ提出しなくてはならない 定められたTXTファイルをNCSへ提出しなくてはならない

2 3(2) （なし） 報告者はクラブ代表か代表が認めたNCS会員とする

3 3(6) （なし） ゲームが行われてから90日を過ぎた報告について、結果報告を算
入しないことがある

4 3(7) （なし） 発表されたレーティングが正しくない場合、NCSは訂正して発表し直
す。ただし、問合せを受けた日から90日以前に発表されたレーティン
グは訂正しない

5 4(4) （なし） 報告は、 japanchess.rating@gmail.com へのメールで行う

6 4(6) スタンダードは1人の持ち時間が60手のとき合計60分以上のゲーム
であるが、FIDE公式戦でなければ45分以上のゲームをスタンダー
ドとしてもよい。

スタンダードは1人の持ち時間が60手のとき合計60分以上のゲーム
であるが、FIDE公式戦でなければ45分以上のゲームをスタンダー
ドとして報告しても構わない（例えば15分+30秒/手はスタンダードと
して報告してよい）

7 5(1) （なし） Kの値について、年齢は1月1日の年齢でその後１年間のKを判断す
るものとする

8 6(1) NCSスタンダード Rating を持っていない者は次の優先順でRating
とKを引き継ぐ
①NCSラピッド、②FIDEスタンダード、③FIDEラピッド、④FIDEブ
リッツ

NCSスタンダードレーティング、NCSラピッドレーティングのいずれか
がない場合は既に保有している方のレーティングを引き継ぐ

9 6(2) NCSラピッド Rating を持っていない者は次の優先順でNCSラピッド
RatingとKを引き継ぐ
①NCSスタンダード、②FIDEラピッド、③FIDEスタンダード、④FIDE
ブリッツ

(1)でレーティングが決まらない者は①FIDEスタンダード、②FIDEラ
ピッド、④FIDEブリッツの順でFIDEのレーティングを引き継ぐ

10 6(3) 上記(1)～(2)でRatingが決まらない者を、URと呼び、Ratingは0とす
る。URはゲーム数が累積5局以上で初Ratingを算出する。最初の
18局までK=40とする。そのRatingは資格審査に使
用しない

上記(1)～(2)でレーティングが決まらない者をUR（Unrated Player）
と呼び、レーティングは0とする。URはゲーム数が4局以上で初レー
ティングを算出する。最初の18局までK=40とする。18局を越えない
レーティングとNCSラピッドレーティングは資格審査に使用しない

11 6(4) URの初Ratingは、FIDEのCalculatorで計算した値とする。ただし、
URのプレーヤーが全勝あるいは全敗の場合は、Calculatorで計算
した上でNCS Rating部で協議して定める

上記(3)の計算においてURの初レーティングは、FIDEのCalculator
で計算した値とする。この際、対戦相手がURであってもそのレーティ
ングを1000と仮定して計算する

12 7(2) 規程にない事案は、FIDE規程(FIDE rating regulations)に沿い、
NCSレーティング部が協議して進める

本規程にない事案は、FIDE規程(FIDE rating regulations)に沿い、
NCSレーティング部が協議して進める

13 7(3) 本規定の改定は、NCS理事会の承認をもって行う 本規程の改定は、NCS理事ミーティングの承認をもって行う


